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第 11 章 タイ王国 

 

ア．法体系 

タイ王国は、立憲君主制国家であり、国会は国王の名において立法権を行使する。2006

年 9 月のタクシン元首相不在時の軍による無血クーデターが発生したが、その後の 2007

年の新憲法制定と民主的選挙施行までの間も司法は独立していた1。 

2008 年 2 月には新民主政権が成立している2。1997 年以降の憲法では、民主化と政界浄

化を目指した動きがうち出されており、2007 年の新憲法制定後も、家族・女性に関する人

権強化の流れについては大きな変化はなく、配偶者からの暴力防止や加害者対応について

も同様であるものと考えられる。 

1997 年以降、タイ憲法上の機関として「国家人権委員会」が設置され、国内および国際

レベルの人権概念に基づき、人権の尊重と実践を促進、人権教育、人権状況の調査報告書

の作成などを職務とする。人権委員会が憲法上の機関として設置されたのは、アジアでは

フィリピンについで 2 国目となる3。 

裁判所は 3 段階に分かれており、最高裁判所、控訴裁判所、第一審裁判所があり、第一

審裁判所は 1999 年に設置された最高管理法廷が統轄する。別に軍関係者を裁く軍事裁判

所もある。第一審裁判所は中央管理裁判所と 16 の地方管理裁判所からなる。クーデター

後、憲法裁判所（Constitutional Court）は廃止されたが、新しく憲法法廷（Constitutional 

Tribunal）が設置された4。 

タイは多民族国家であり、民族・宗教の違いなどに配慮して南部 5 県の各県裁判所には

イスラム教徒の裁判官であるカーディーがおかれている。家族法を含む民事事件で全当事

者がイスラム教徒である場合には、イスラム法を適用するため 1 人のカーディーが、原則

として 2 人の判事で行われる裁判の審判に加わる5。 

 

イ．ドメスティック・バイオレンスに関する法律 

タイでは、ドメスティック・バイオレンス被害者保護法（Domestic-Violence Victim 

Protection Act）が 2007 年 11 月に施行された（以下、「保護法」と明記する）。 

既存の刑法は犯罪者を裁くための法であり、問題を解決するためには、加害者更生と被

害者救済を目的とする法が必要であるという観点から保護法が作られた。加害者に更生の

機会を与え、暴力の再発を防止し、家族関係を再生することを目的とする6。保護法では、

                                                  
1 US Library of Congress 2007:pp.18-21 
2 外務省 2008 
3 安田 2000:232-244ページ 
4 US Library of Congress 2007:p.21 
5 安田 2000:232-244ページ 
6 World Health Organization 2008; Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

2005: p.6 
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ドメスティック・バイオレンスを目撃した者、暴力がふるわれていると知った者は所轄機

関の職員に通報する義務があると定められている。通報を受けた所轄職員は、暴力が起こ

った住居に入ることが可能であり、司法手続を開始する前に、被害者が、医療機関での診

察を受け、精神科医、心理学者、ソーシャルワーカーへ相談するように手配する。加害者

および被害者の写真、事件の内容などを公表することは禁じられている7。 

また、保護法では、家庭裁判所に調停をゆだね、調停協議会は被害者・加害者双方の両

親、親戚、ソーシャルワーカー、心理学者、被害者が要請する第三者などから構成すると

規定されている8。被害者からの事情聴取の際に被害者の家族・友人などを伴うことを定め

ており、被害者女性と取調官だけの 2 者面談にならないよう配慮されている。 

 

ウ．ドメスティック・バイオレンスの定義 

保護法では、ドメスティック・バイオレンスを、故意に世帯構成員の身体、精神、もし

くは健康に傷害や危険を及ぼす行為と定義している。本法は、ドメスティック・バイオレ

ンスを「示談可能な違反」（compoundable offense）と位置づけており、刑法（Penal Code）

で規定されている刑罰の代わりに、更生、保護観察、金銭的な救済を裁判所は指定できる

としている9。 

保護法では、ドメスティック・バイオレンスへの処罰を最長 6ヶ月の禁固としているが、

刑法では、同様の違反である暴行罪（assault and battery）の刑罰は最長 2 年の禁固と規

定されている10。保護法によると、加害者はドメスティック・バイオレンス罪と暴行罪の

両方の告発を受けることがあり、その場合は有罪判決を受ければ重い方の刑罰を受刑する。 

また、タイの刑法では、強姦を加害者が配偶者ではない場合に限ると定義していたが11、

2007 年 7 月に刑法改正法案が可決され、配偶者からの強姦の刑罰が、最長 20 年の禁固お

よび 4万バーツの罰金と規定され、非配偶者からの強姦と同様に処罰されることとなった

12。また、この改正により、女性が加害者となる場合や同性の加害者となる場合も強姦と

定義された13。 

 

                                                  
7 Committee on the Elimination of Discrimination against Women 2005:p.6 
8 CEDAW NGO Report Working Group Thai Women Watch (TW2) 2003:p.9 
9 Committee on the Elimination of Discrimination against Women 2005: p.6 
10 Committee on the Elimination of Discrimination against Women 2006a:p.5; CEDAW NGO Report 

Working Group Thai Women Watch (TW2) 2003:p.9 
11 2007年の刑法改正の前に、一度、2005年に女性が病気などで同意を示せないような場合は、配偶者

からの強姦も処罰されると刑法が改正になった（Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women 2006a）。 

12  Agence France-Presse 2007 
13  同上 
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エ．加害者に対する命令 

ドメスティック・バイオレンス被害者保護法では、被害者が自宅にとどまり、加害者の

家屋内への立ち入りを禁止するよう裁判所に保護命令を申請できる14。  

 

オ．司法手続 

1 捜査 

一般的な刑法の施行については、内務省と法務省の共同責任によって行なわれている。

刑事訴訟の第一は警察による捜査であり、捜査は被疑者・被疑者の自宅・その他関係者が

含まれる。捜査令状には、捜査の理由、捜査対象者と場所の詳細、捜査担当者の氏名と役

職、および犯罪内容といった事項が含まれる15。 

捜査は、タイ国立警察庁の管轄部署が行い、証拠収集をし、法廷に被告を招集する。刑

事手続に関しては、内務省検察庁が国を代表し、訴訟を行う。法務省は裁判所を監視する16。 

 

２ 逮捕 

上記の令状取得手順は、逮捕令状にも適応されるが、重大犯罪の場合や、被疑者が凶器

を所持していた場合、上級の警察官は令状なしでの逮捕が許可されることがある。一般市

民は重大犯罪の現行犯を緊急逮捕することができる。容疑者は即座に警察署に送られ、そ

こで逮捕状が読み上げられる17。  

 

３ 拘束 

逮捕に続いて、拘束または保釈される。逮捕･拘束後、より詳細な捜査が継続される。こ

の時点で、被告は自らが発するどんな声明も法廷で被告に対して使用される可能性がある

ことを通知される。捜査官は、被告に対し脅威、約束、または自白の強要をしてはならな

い18。 

 

４ 事件送検と起訴 

捜査終了後、検事が調書を納め、告発を準備し、被告かその顧問弁護士にそれを書面で

通告し、有罪または無罪の申し立てをする（起訴）。 集めた請願と証拠に基づき、裁判官

は、裁判を開始するか棄却するかを決める。 

通常は公開裁判になるが、家庭問題の場合は少年・家庭裁判所で非公開が原則である19。

                                                  
14 Committee on the Elimination of Discrimination against Women 2006a:p.5 
15 US Library of Congress 1987:“Procedures in Criminal Law” 
16 同上 
17 同上 
18 同上 
19 安田 2000:245ページ 
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有罪であると立証されるまで被告は無実であると推定される。被告が望めば、法廷は被告

弁護士を任命することができる。 裁判中、被告と関係者は検察側の証人について問い、弁

護側の証人を再検討できる。 また、黙秘権も保証される20。 

 

５ 裁判 

第一管轄権を行使する普通裁判所として少年・家庭裁判所があり、ドメスティック・バ

イオレンスもこの裁判所で裁かれる。少年・家庭裁判所は、当初、少年事件を管轄するた

めの裁判所として設置されたが、1992 年以降、家庭内の事件についても管轄権を認められ

た。この裁判所は、バンコクに置かれる中央少年・家庭裁判所と、各県における県少年・

家庭裁判所に分かれる。中央には県の監督権があるが、管轄権については両者の差が無い

とされる。少年犯罪のほか、婚姻関係や子どもの権利など家庭内の事件について管轄権を

もつ。審理は 2 人の判事と参審院により構成され、判事の一人は女性である。手続は一般

に非公開であり、ドメスティック・バイオレンスの場合も加害者・被害者情報は非公開と

なる。控訴裁判所、さらには最高裁判所の少年部に控訴・上告される場合もある21。 

通常の裁判では、議論の結審時、裁判官が刑罰の有無を決断し、通常その直後に休廷さ

れる。法廷は 3 日以内に再召集し、公判で被告に最終的な刑が下される。被告が自白した

場合、裁判長は、判決後、刑罰を半減することが多い。 上告は 15 日以内に被告側が行な

うことができる。 その場合、裁判は控訴裁判所に移行する22。 

刑罰については内務省の矯正庁によって実施される。タイ政府の方針は、刑罰を与える

だけではなく、違反者の矯正と更生を重視することにある23。

                                                  
20 US Library of Congress 1987:“Procedures in Criminal Law” 
21 安田 2000:245ページ 
22 US Library of Congress 1987:“Procedures in Criminal Law” 
23 US Library of Congress 1987:“Penal System”; 一般的な加害者矯正・更生の取り組みについては、

Kalyanasuta& Suriyawong 2003を参照。 
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（参考）タイにおける司法手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ．司法手続等における加害者更生の位置づけ 

タイ政府は、ドメスティック・バイオレンスの加害者の多くが精神的問題を抱えている

とし、処罰だけでなく更生に力を入れたいと考えている24としているが、具体的な活動内

容については不明である。 

                                                  
24 Committee on the Elimination of Discrimination against Women 2006b:p.8 
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